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　アイシングクッキーとは、粉砂糖と卵白を混ぜたクリームを用い

てデコレーションしたクッキーのことです。 

　今回は、『バレンタインの贈り物』というテーマで自分だけの 

オリジナルクッキーを作ります。ぜひ、ご参加ください！！ 

 

　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

アイシングクッキー作り教室を開催します！

開催内容

◆日 時 令和８年１月 31日（土）　午後1時～午後4時（終了時間は予定） 

◆会 場 地域づくりセンター美土里（下大塚 16-1）　1 階実習室 

◆講 師　関口　壽美子さん（大好評のクリスマスケーキ作り教室の講師であり、 

ワシントンホテルで 8 年ケーキを提供したお菓子作りのプロです！） 

◆対象者　小学生以上（1 人で参加できる方に限ります） 

◆定 員　12名 

◆費 用　500円（材料費等） 

◆持ち物 エプロン、三角巾、マスク、クッキーの型（なくても大丈夫ですが、 

持参すれば自分の好きな型で作れます）、お持ち帰り用の容器 

■備 考 材料等の関係上、１人につき３枚程度のクッキーを作ることを想定 

　　　　　しております。

申込方法

◆締切 

　令和 8 年 1 月 16 日（金）まで 

◆方法 

　電話（0274-22-1249）またはメール（midori-k@city.fujioka.gunma.jp）、 

もしくは地域づくりセンター美土里窓口に来館のうえお申し込みください。 

なお、お申込みの際には「氏名」「住所」「電話番号」を記載ください。 

※メールの場合、確認した後に必ず返信します。返信がない場合は届いてない 

可能性がありますので、センターまで電話をお願いいたします。

裏面に続く！



 

  

 

地域づくりセンター美土里を定期的に利用したい団体は登録申請を行うことで、

原則月４回までの部屋の利用予約を１年分まとめて行うことができます。令和 7 年

度の登録団体にはすでに申請書類を送付しましたが、今後地域づくりセンター美土

里で新たに活動したい団体がおりましたら、気軽にご相談ください。 

■団体員 (1) 原則として４名以上いること。 

     (2) 団体員の半数以上が藤岡市民で、代表者も藤岡市民であること。 

       ※代表者は美土里地区住民であることが望ましい。 
 

■利用日 (1) 週１コマ、月４コマを最大とする。 

     (2) 第１週から第４週までのうち、午前、午後、夜間を利用可能コマと 

する。 

     (3) 祝日、年末年始は休館とする。 
 

■活 動 (1) 年間を通じて地域づくり活動及び生涯学習を行うこと。 

     (2) センターの利用規定を守って活動すること。 

     (3) 演奏・芸術団体は、「美土里地区文化展」に積極的に参加すること。 
 

■その他 (1) 希望時間帯が複数団体で重複する場合、希望に添えないことがあ 

ります。 

(2) 通年利用をする場合であっても、市やセンターが事業を行う場合 

にはそちらが優先されることをご理解ください。

定期利用団体の条件

■期 限 令和 8 年１月 30 日（金）まで 

■方 法 必要書類一式（センター窓口またはホームページで配布）に記入の上、

窓口へ提出するかメール（midori-k@city.fujioka.gunma.jp）提出 

■書 類 (1) 定期利用団体登録申請書 

     (2) サークル会員名簿 

     (3) サークル会則（ある団体のみ）

申込方法

令和 8 年度定期利用団体の登録申請を開始しました


